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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
一
号

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
工
事
執
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
二
条
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年４月１５日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
二
号

岡
山
県
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
七
年
岡
山
県
規
則
第
六

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

契
約
担
当
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
な
い
と
認

め
た
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
資
格
が
な
い
と
認
め
た
理
由
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
又
は
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
す
る
文
書
を
入
手
す
る
た
め
の

手
段

第
六
条
第
一
項
本
文
中
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
最
初
の
契
約
に
係
る
公
告
に
お
い
て
最
初
の
契

約
以
外
の
契
約
に
係
る
公
告
を
少
な
く
と
も
二
十
四
日
前
に
行
う
旨
を
規
定
し
た
場
合
に
限
り
」
を
加

え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
条
第
五
号
」
を
「
第
六
条
第

六
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

電
子
情
報
処
理
組
織
（
県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
契
約
の
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し

た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
契
約
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年４月１５日　岡山県公報　号外


